
松阪市産業支援センターからのお知らせ (令和 5 年 10 月 6 日)  

 

松阪市産業支援センターです。 

三重県から「IT導入補助金 2023オンライン説明会」が開催されます。 

IT導入補助金の活用をご検討の事業者は、ご参加されてみてはいかがでしょうか。 

また、松阪市産業支援センターでは、インボイス制度の相談窓口を開設していますので、お困りの事

業者はご活用してみてはいかがでしょうか。 

今後も、国・県、関係機関等のホームページに掲載されています新しい情報をお送りさせていただき

ますので、ご参考にしていただければ幸いです。 

今後とも、松阪市産業支援センターをよろしくお願いいたします。 

----------------------------------------------------------------------- 

1.IT 導入補助金 2023 オンライン説明会が開催されます 

  https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0360800025.htm 

2.インボイス制度の相談窓口を開設しています 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/soudan-invoice.html 

3.松阪市副業人材活用支援補助金 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/fukugyo-zainzai-hojyokin.html 

----------------------------------------------------------------------- 

 

1.IT 導入補助金 2023 オンライン説明会が開催されます 

 

三重県では、県内の中小企業・小規模事業者の皆様に、経済産業省が実施する IT導入補助金を活用

いただけますよう、IT ツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を検討されている方々を対象と

した説明会が開催されます。 

補助金の活用をご検討中の事業者の皆様は、ぜひご参加のご検討をされてみてはいかがでしょうか。 

 

1.日  時：令和 5年 11月 1日（水）13 時 30分から 14時 30分 

2.対 象 者：県内企業・団体にお勤めの方、経営者、個人事業主 等 

3.参加方法：本イベントはオンライン（Zoom）で実施します 

      お手持ちのパソコンやスマートフォンからご参加ください 

4.定  員：50名（申込先着順） 

5.参 加 費：無料 

 

詳細及びお申し込みにつきましては、下記 URLをご覧ください 

 https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0360800025.htm 

 

 

2.インボイス制度の相談窓口を開設しています 

 

松阪市産業支援センターでは、インボイス制度についてお悩みを抱えている事業者の方々への相談

窓口（税務相談）を行っています。事業者の皆さんのご利用をお待ちしております。 



 

・開催日：毎月 第 1 木曜日 

・予約時刻：13時 30分または 15 時 00 分からのいずれかとなります 

・窓口会場：カリヨンプラザ 1 階 松阪市産業支援センター 相談室 

       (松阪市日野町７８８) 

 

詳細につきましては下記URLをご覧ください 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/soudan-invoice.html 

予約につきましてはこちらのページから直接行えます 

 https://logoform.jp/form/TY2e/248923 

 

 

3.松阪市副業人材活用支援補助金 

 ～副業人材を活用して経営課題を解決しませんか？～ 

 

松阪市では、市内の中小企業・小規模事業者が専門的知識を有する副業人材の活用を進めることによ

り、副業人材の専門知識を駆使した事業の改善等を図り、市内中小企業の事業成長につなげるため、

副業人材を活用する経費の一部を補助する事業を行っています。 

 

・対象者： 

  松阪市内の中小企業等で事業を営むもの 

・補助対象経費： 

  副業人材の雇用に要する経費であって、次に掲げるもの 

  (1)副業人材を有料職業紹介業者からの紹介によって雇用した場合の交付申請年度内の紹介手数

料(マッチングサイトの利用料を含む) 

  (2)申請者が負担する副業人材に係る報酬等の経費 

・補助金の額： 

  補助対象経費の総額の 1/2 以内、同一年度において 1事業所 20万円を限度とする。 

  (※ 予算の範囲内での支払いとなります) 

・申請、問い合わせ先： 

  松阪市産業文化部商工政策課(松阪市殿町 1340 番地 1) 

  TEL 0598-53-4361 

 

詳細につきましては下記URLをご覧ください 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/fukugyo-zainzai-hojyokin.html 

 

 

 

 

 

 



メールが不必要な方は下記にご連絡をいただきますようお願いいたします 
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